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２０１５（平成２７）年度 法学既修者入学試験（８月試験）出題趣旨 

【刑法】 

 

 本問におけるＸの罪責については，いくつかの考え方があります。そのいずれであっても，

構成要件要素の充足性につき，問題の所在を意識しながら，論理的な矛盾がなく自説を展開

することが求められます。   

 

第１ Ｙを被害者とするキャッシュカードの詐欺罪と，銀行を被害者とする現金５万円の窃

盗罪が成立するとの考え方 

１ 本問で，時系列に沿ってＸの行為を評価していくといった思考過程をとると，まず，

Ｙからキャッシュカードを取得した行為について詐欺罪（刑法２４６条１項）が成立す

るか，次に，銀行の現金自動支払機から５万円を引出した行為について銀行からの窃盗

罪（刑法２３５条）が成立するか，最後に，両者が成立するとした場合の罪数はどうな

るのか，というような論述の展開になるでしょう。この思考に沿って検討してみましょ

う。 

 

２ 詐欺罪は，処分権者を欺く行為→処分権者の錯誤→処分権者による財産的処分行為→

財物あるいは財産上の利益の移転，ということが順次因果的連鎖の関係に立ち，そのす

べてが故意によって包含されているという構造の犯罪です。欺く行為が開始された時点

で実行の着手があり，財物・財産上の利益が行為者に移転した時点で既遂に至ります。

このような要件該当性を論じることが求められます。 

そして，本問では，ＸはＹからキャッシュカードを受け取ってはいますが，もともと

現金を騙し取るのが目的だったため，銀行から現金５万円を引出した後は直ちに当該キ

ャッシュカードをＹに返却しています。Ｙも，Ｘが預金を引出したなら返却されるとい

うことを予定してキャッシュカードを交付しています。これは，いわゆる一時使用の状

況です。したがって，Ｘにはキャッシュカードについて不法領得の意思があるといえる

のか，ということが問題になります。 

不法領得の意思については争いがありますが，判例のように 権利者を排除して他人の

物を自己の所有物のごとく振る舞う意思と，その経済的用法に従って利用・処分する意

思との，２つの要素からなるとする見解に立った場合には，一時使用は権利者排除の意

思が認められないので財産犯は不成立であるといわれています。しかし，一時使用がそ

の物の価値を著しく減じるときは権利者を排除したことになりますし，使用権の極めて

重視される財物については短時間の使用の意思であっても財産犯が成立するとする見解

（大谷實）などもあります。 

本問では，一時使用であることはたしかなのですが，キャッシュカードは預金を引き
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出すための道具であるという点に着目すると，そのような機能こそが重視されるべきこ

とになります。そうすると，預金を引出せばその分キャッシュカードの価値を減じるこ

とになるとか，キャッシュカードは使用権が重視される財物と評価されるなどといった

ことを理由に，Ｘに詐欺罪の成立を認めることは十分に可能だと思います。 

 

３ 続いて，窃盗罪の成否について検討してみます。 

最高裁昭和２５年２月２４日判決は，「窃取又は騙取した郵便貯金通帳を利用して郵

便局係員を欺罔し，真実名義人において貯金の払戻しを請求するものと誤信せしめて貯

金の払戻し名下に金員を騙取したときは，通帳の奪取罪のほかに金員の詐欺が成立す

る」旨判示しています。その趣旨は，「郵便貯金の払戻しを請求する正当な権限を有さ

ない者が，不正に取得した郵便貯金通帳を利用して貯金の払戻しを受けた場合には，郵

便貯金通帳を不正に取得したこととは別個に，新たな犯罪が成立する。」というところ

にあります。 

本問の場合は，上記判例の事案とは異なり，カード名義人ＹがＸに対して当該カード

による預金の引出し権限を与えているのですから，Ｘは銀行との関係で預金の引出し権

限がないと直ちにはいえません。しかし，欺罔行為や脅迫に基づいてなされた権限付与

は，刑法的評価としては権限付与がなかった場合と同視すべきだと評価することも可能

です。そして，銀行としては，本問のような事情でＸがキャッシュカードを取得したと

いうことを承知していたならば，当該カードによる預金の引出しに応じるはずはないの

で，このようなカードによる預金の引出しは，銀行の意思に反して現金の占有を侵害し

たものと評価できる，といった論の展開になるものと考えられます。 

ただし，上記議論のうち，「銀行としては，本問のような事情でＸがキャッシュカー

ドを取得したということ承知していたならば・・・」という部分については，ＹがＸに

カードの使用権限を与えたのはＸに欺されたからであるという事情を，銀行側が予め知

っているなどということは，現実的にはおよそあり得ないといっていいものと思われま

す。そのため，あまりにも観念論的過ぎる議論だとの批判が可能でしょう。この点，上

記最高裁昭和２５年２月２４日判決のように，他人のカードを盗んだという場合であれ

ば，被害者は直ちにカードの盗難を銀行に通知することができます。したがって，「銀

行が当該カードを窃盗の被害品であることを承知していたならば・・・」という仮定に

も現実味があります。しかし，本問では，ＹはＸに当該カードの使用を許しているので

あり，しかも，ＹがＸに欺されているということに直ちに気付くような事情は存在しま

せん。そうすると，Ｙが銀行に対して当該カードの使用を止めるよう通知するというこ

とも，事実上あり得ないことになります。さらに，Ｙ自身でさえＸに欺されていること

に気付いていないのですから，銀行がそのような事情を独自に察知するなどということ

も，およそ想定できないのです。 
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また，「当該カードによる預金の引き出しに応じるはずはない・・・」という部分に

ついても，実態とかなり乖離しているというべきでしょう。なぜなら，たとえ銀行が何

らかの理由によりＹがＸに欺されてカードを渡したという事情を知っていたとしても，

もともとの権利者であるＹが，Ｘによるカードの使用を許容している以上，銀行として

はＸが預金を引き出そうとするのを止めようとすることはないものと考えられるからで

す。このように，銀行からの窃盗罪という構成には多くの難点を含むことになります。 

 

４ 以上のようにして，Ｘにキャッシュカードを客体とする詐欺罪と現金を客体とする窃

盗罪が成立するとした場合，その罪数関係を処理する必要が出てきますが，詐欺罪と窃

盗罪とでは，法益侵害の相手方が異なるので，併合罪（刑法４５条）とするのが相当だ

と思います。 

  

第２ Ｙを被害者とする詐欺罪の一罪であるとする考え方 

１ 本問でＸが取得した現金５万円は，誰からＸに占有移転したと評価するのが相当なの

でしょうか。本問における事例をざっくりと見た場合，Ｘの行為の実体は，Ｙから現金

５万円を騙し取ったというものではないでしょうか。Ｙが現金７万円を所持していて，

そのうちの５万円をＸに交付したという場合や，Ｙがキャッシュカードを使用して現金

５万円を引き出し，その５万円をＸに交付したという場合と，実質的には同視できるの

ではないかということです。そこで，Ｙから現金５万円を騙し取ったという詐欺罪構成

について検討することにしましょう。 

 

２ さて，Ｙから５万円を騙し取ったと構成するに当たって一番問題になるのは，ＸがＹ

から受け取ったのはキャッシュカードであり，５万円の現金は銀行からＸに占有が移転

しているということです。そのため，何らかの工夫が必要になります。 

(1) この点，本問とほぼ同様の事案において，東京地裁昭和５９年１０月１５日判決

（公刊物未登載）はＹからの詐欺構成をとっているのですが，その根拠として，「Ｙ

がＸに対してキャッシュカードを交付したという行為の実体は，カード名義人である

Ｙが，自ら銀行に出向いて現金自動支払機から現金を引出し，その現金をＸに交付す

るという手間を省き，自分に代わってＸに現金の引出しをさせたというだけのことで

ある。そして，カード名義人Ｙは，銀行の現金自動支払機内の現金のうち，自己名義

の預金残高に見合う金額の現金を支配しているのだから，一定の金額を引き出させる

ことを予定してキャッシュカードをＸに交付したということは，その金額に相当する

現金自動支払機内の現金を交付したのと同視できる。」旨の理由付け（工夫）をして

います。 

この判決は，「財産的処分行為をする被欺罔者と財物の交付者は同一である」とい
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う解釈には変更を加えず，「財物」の認定に当たって，「キャッシュカードと現金は

実質的に同視できる。」としているわけです。どちらかというと，法解釈よりも事実
．．

認定の工夫
．．．．．

によって解決を図ろうとした立場といえるでしょう。 

この判決に対しては，「現金自動支払機内の現金はあくまで銀行の所有・占有に係

るものであり，同支払機内の現金をカード名義人が実質的に管理支配していると構成

するのには無理がある。」といった批判を加えることが可能です。 

(2) 上記裁判例のような考え方に対して，Ｘが騙し取った「財物」はあくまでも現金５

万円そのものだという事実には変更を加えず，「財物の交付者は，被欺罔者の財産的

処分行為に拘束される地位・状態にある限り，被欺罔者とは別人であってもよい。こ

のような場合も，被欺罔者の財産的処分行為と財物の交付との因果性が肯定されるか

らである（被欺罔者・処分行為者と財物の交付者とが異なる場合については三角詐欺

といわれています。）。」というように，法解釈を工夫
．．．．．．

する立場から解決を図ること

もできます。 

この立場は，「キャッシュカードの名義人が，自己のキャッシュカードを特定の者

に貸し渡し，同カードを使用して現金を引き出すことに必要不可欠な暗証番号まで教

示するなど，預金者が特定の者に権限を与えて払戻しを請求した場合，銀行は，これ

に実質上拘束されて払戻しに応じるべき地位ないし状態にある。」と認定します。そ

うすると，本問でも，被詐欺者かつ財産的処分行為者はＹであり，財物（現金５万

円）の交付者は銀行であるという構成により，詐欺罪の成立が肯定できることになり

ます。 

ただし，この構成の場合は，交付者を銀行という組織体とするところに難点がある

といえます。 

以上 

 


